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弁護士法人たくみ法律事務所ニュースレター『匠への道』 

天神バスセンター 徒歩5分 
西鉄福岡駅（天神） 徒歩5分 

地下鉄七隈線 天神南駅 徒歩3分 ・ 渡辺通駅 2分 
都市高速天神北ＩＣより車で5分 

代表弁護士の宮田卓弥です。 
 

「ニュースレター第27号」を送付させていただきます。 

ニュースレター第27号  －発送のご挨拶－ 

 陽春の候、皆様におかれましては、益々ご健勝の
こととお慶び申し上げます。 

 卒園や卒業の季節であり、また、年度末でお忙し
い日々をお過ごしの方もいらっしゃるかと存じます。 

 寒い日も徐々に少なくなり、花見のシーズンが近
づいてきました。 

 お身体を大切にして、穏やかなる日々をお過ごし
ください。 

 未筆ながら、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し
上げます。 

 

次ページでは、ピックアップ LAW NEWS 特別編として 

今話題のマイナンバーについて掲載しております！ 
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 現在認知症患者の患者数が増えており、今後、65歳以上の 
4人に1人が認知症になると言われています。 
 

 そのような中、認知症患者が、JR東海の軌道敷地内に立ち入 
り、列車に衝突して死亡した事故について、最高裁判所の判断 
が注目を浴びています。 
 

 JR東海がこの認知症患者を介護していた家族（妻、長男）に対 
し、監督義務を怠ったとして損害賠償を請求した事案について、 
その責任を否定したのです。 
 

 介護者である家族2名の損害賠償責任を否定するのは当然と思われた方も多いと思います。 
 

 しかし、今回の事件では以下のような事情があったため、この2名に責任を負わせるのは妥当ではな
いという価値判断が働いたものと考えられます。 
 

 
 
 
 
 

  

次のページに続きます▶▶▶ 

ピックアップＬＡＷ ＮＥＷＳ 
「認知症患者の監督義務者の責任」 

１.最高裁判所の判断 

事件の事情 ・被害者がJR東海という大企業  ・乗客に人身損害がなかった 

妻の事情 ・高齢（当時85歳）  ・要介護1 

長男の事情 ・20年以上認知症患者の父親と別居 



天神バスセンター 徒歩5分 
西鉄福岡駅（天神） 徒歩5分 

地下鉄七隈線 天神南駅 徒歩3分 ・ 渡辺通駅 2分 
都市高速天神北ＩＣより車で5分 

□ 交通事故を専門に取り扱っている。 □弁護士が親身になってくれそうだった。 

□ 解決実績の数が多い、または内容が良かった。 □周囲の評判が良かった。 

□ 予約電話の際の、スタッフの対応が良かった。 □来所の際、交通アクセス・場所が良かった。 

□他の弁護士事務所に相談したが、納得できなかった。 

□スピーディに対応してくれそうだった。 

□当事務所のホームページを見て。(特に印象に残った箇所をお聞かせ下さい。) 

2-1.弁護士には、納得行くまでお話を聞けましたか？ 

大変満足している 

●ご満足頂けなかった事について、良ければ具体的にお聞かせ下さい。● 

2-2.ご依頼いただきました案件の結果は、ご満足いただけるものでしたか？ 

大変満足している 

●ご満足頂けなかった事について、良ければ具体的にお聞かせ下さい。● 

2-3.来所された際や電話応対時の、スタッフの対応はいかがでしたか？ 

大変満足している 

●ご満足頂けなかった事について、良ければ具体的にお聞かせ下さい。● 

たくみ法律事務所 お客様アンケート 

1 2 3 4 5 6 

1.当事務所へのご相談のきっかけや、理由を教えて下さい。 当てはまる項目にチェック ? をご記入下 

さい。(当てはまる項目があれば、複数でも ? のご記入をお願い致します。) 

2.当事務所での、ご相談時の満足度についてのお尋ねいたします。 

   ※10段階評価で該当する数字に○をつけてご回答下さい。 
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 大変お手数とは存じますが、何卒ご協力いただきますようお願い致します。 

 ご相談の際に、「聞いていいかどうか迷っている。」「その場で聞きにくかった。」等、 

お客様のお声をお聞かせいただけたら幸いです。 

お客様相談室 
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不満がある 

1 2 3 4 5 6 

不満がある 

7 8 

 この度は、たくみ法律事務所にご相談いただきまして、誠にありがとうございます。 

 当事務所では、ご相談いただきましたお客様のお気持ちに寄り添うべく、接客力・サービス 

力の向上の為にアンケートを実施させていただいております。 

7 8 9 
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不満がある 

3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入下さい。 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ご協力いただき有難うございました。 

たくみ法律事務所は、お客様のお声をもとに、これからも技術力とサービス力向上に努めてまいります。 

 事情が変わり、認知症患者が交通事故を起こして、被害者の方が亡くなってしまった場合には、被害者
や遺族の方に生じた損害の大きさを考えると、介護される方の責任が認められるべきという価値判断が
なされる可能性が高いと考えられます。 
 

 また、今回、同居していた妻が高齢で要介護１であったこと等から、その責任を否定されています。 
 

 しかし、認知症患者と同居し、介護されている家族の中に、若くて健康な方がいれば、今回のような判断
にはならないと考えられます。 
 

 その際は、介護される方が監督義務者として損害賠償責任を負うことになります。 

４.おわりに 

２.今後の見通し 

 そこで、認知症患者を介護する方が損害賠償責任を負うことになった際に、 
その多大な金銭面の負担をカバーしてくれる保険をご紹介します。 
 

 まず、保険会社によっては個人賠償責任保険で監督義務者の責任が補填され 
るものがあります。 
 

 約款の被保険者条項などに「被保険者が責任無能力者の場合には、親権者 
などを被保険者とみなします」と書かれており、この「親権者など」の中に監督義 
務者が含まれると記載されているものがこれに当たります。 
 

 また、自動車保険の中には特約で監督義務者の責任をカバーするものもあり 
ます。 
 

 ご自身の保険を確認してみられてはいかがでしょうか。 
                   (文責：弁護士 藤本考) 

３.対策 

✤保険代理店向けセミナー✤ 行いました。 
 平成28年2月12日に、保険代理店の方々向けにマイナンバーにつ
いて講演させていただきました！ 
 

 当日は、当事務所の代表弁護士宮田、弁護士向井、弁護士神田の
3名が講師を務めさせていただき、『保険代理店に必要なマイナン
バー制度』というテーマで講演を行いました。 
 

 前半はマイナンバー法の概要について、後半はマイナンバーの収
集や保管・管理、提供などについて詳しくご説明いたしました。合計
30名の保険代理店様にご参加いただき、大変好評いただきました。 
 
 
 また、弁護士神田が、コラムにて、マイナンバーの事業者の方向けの実務的な注意点について解説させ
ていただいておりますので、【コラム】マイナンバー制度始動－トラブルに巻き込まれる前に対策を－ 
を是非ご覧ください。 
 

パソコンから： たくみ法律事務所 マイナンバー  

スマートフォンから：右記QRコードよりご覧いただけます。 


